
 

【早期栄養介入管理加算】 

問１ 区分番号「Ａ３０１」特定集中治療室管理料の注５の早期栄養介入管理

加算について、経腸栄養開始後の１日３回のモニタリングは、届け出た専

任の管理栄養士が実施しなければならないのか。 

（答）当該管理栄養士が実施することが原則である。ただし、当該管理栄養

士が実施できない場合は、当該管理栄養士以外が実施しても差し支えな

いが、当該管理栄養士はモニタリング結果を確認するとともに、モニタ

リング結果により栄養管理に係る早期介入の計画を早急に見直すことが

必要な場合に当該管理栄養士に相談できる体制を整備していること。

問２ 区分番号「Ａ３０１」特定集中治療室管理料の注５の早期栄養介入管理

加算について、届け出た専任の管理栄養士が休み等により不在の日は、算

定ができないのか。 

（答）当該管理栄養士が不在の場合、当該管理栄養士以外の管理栄養士が必

要な栄養管理を実施しても差し支えない。なお、当該管理栄養士以外が

実施する場合は、随時、当該管理栄養士に確認できる体制を整備してお

くこと。 




